
令和　８年　４月　１日

Ｒ８・９・１０新潟国道道路許認可審査・適正化指導業務Ａ　建設マネ
ジメント北陸東・北陸土木サ－ビス設計共同体

新潟県新潟市中央区美咲町１－９－３６　（株）建設マネジメント北陸
東

Ｒ８・９・１０新潟国道道路許認可審査・適正化指導業務Ａ

新潟維持出張所及び黒埼維持出張所管内

土木関係建設コンサルタント業務

１）許認可審査業務

 ①道路法（47 条の 2 を除く）に基づく申請書類の受付及び審査等、②苦情
申立（行政相談）等に係る受付、伝達、現地立会、③許認可審査に係る各種台
帳、台帳附図等の整備、④災害時等緊急時における業務

２）適正化指導業務

 ①道路法に基づく指導取締り等、②適正化に係る各種台帳、台帳附図等の整
備

３）その他

 管理技術者は、上記各条項において、担当技術者から報告を受けた場合は、
遅滞なく調査職員に報告する。

４）予定許認可審査件数は１，３００件、予定特殊車両取締り回数６回、予定
不法占用指導取締り件数１５０件を予定している。

履 行 期 間 (自) 令和　８年　４月　１日

履 行 期 間 (至) 令和１１年　３月３１日

１４１，２４０，０００円（税込み）

契約の内容

契 約 業 者 名

業 種 区 分

契 約 金 額

契 約 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

業 務 場 所

業 務 の 名 称

業 務 概 要


